
食肉流通再編・輸出促進事業

実施要綱の制定について

元 生 畜 第 ２ １ １ ７ 号

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日

農林水産事務次官依命通知

制 定 令和２年３月31日付け元生畜第2117号

この度、食肉流通再編・輸出促進事業について、別紙のとおり食肉流通再編・

輸出促進事業実施要綱が定められたので、御了知の上、本事業の実施につき、適

切な指導を願いたい。

以上、命により通知する。



食肉流通再編・輸出促進事業実施要綱

制 定 令和２年３月31日付け元生畜第2117号

農 林 水 産 事 務 次 官 依 命 通 知

第１ 趣 旨

国際化が進展する中、「農林水産業の輸出力強化戦略」（平成28年５月農林水産業・地域の

活力創造本部取りまとめ）に即し、政府全体として和牛をはじめとする肉用牛の増産、国産

食肉の生産・流通体制の強化及び輸出の拡大を図る必要がある。

しかし、生産者と消費者の結節点として重要な拠点である食肉処理施設については、労働

力不足、施設の老朽化、低稼働率、衛生水準の低下等を招いており、これらの改善が課題と

なっている。

このため、食肉の流通に必要不可欠な食肉処理施設について、再編合理化を通じた流通コ

ストの縮減や、高品質で安全・安心な食肉を安定的に供給を可能とする流通体制の構築及び

今後の円滑な合意形成を図る取組を支援することにより、国産食肉の生産・流通体制の強化

及び食肉の輸出拡大を図る。

第２ 事業内容、事業実施主体等

本事業の事業内容、事業実施主体、採択要件及び補助率は、別表のとおりとする。

第３ 事業実施期間

本事業の事業実施期間は、第５の１の事業実施計画が承認された年度とする。

第４ 成果目標

本事業の成果目標は、農林水産省生産局長（以下「生産局長」という。）が別に定めるとこ

ろによるものとする。

第５ 事業の実施手続等

１ 事業実施計画の作成等

（１）事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、事業実施計画を作成し、地方農

政局長等（北海道にあっては生産局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その

他都府県にあっては地方農政局長をいう。以下同じ。）に提出し、その承認を受けるものと

する。

なお、事業の範囲が複数の都道府県にわたり、かつ、管轄する地方農政局長等が複数あ

る場合においては、生産局長に提出し、その承認を受けるものとする。

（２）生産局長が別に定める事業実施計画の重要な変更については、（１）に準じて行うものと

する。

２ 地方農政局長等による事業実施計画の承認等

地方農政局長等は、生産局長が別に定める場合を除き、次により事業実施計画の承認等を



行うものとする。

（１）本事業の事業実施主体を選定するための公募を行おうとする場合には、あらかじめ、当

該公募に係る要領及び審査基準等を、生産局長が別に定める選定審査委員会（以下「審査

委員会」という。）に諮るものとする。

（２）地方農政局長等は、公募により新たな事業実施主体を選定する場合は、事業実施主体か

ら提出された事業実施計画等の内容を確認した上で、当該事業の成果目標が妥当であるか

等について、審査委員会に諮るものとする。

（３）生産局長は、必要に応じて審査委員会を開催し、関係する地方農政局長等にその審査結

果を通知するものとする。

（４）地方農政局長等は、（３）による審査委員会の審査結果に基づき、事業実施計画を承認す

るものとする。

なお、複数年度にわたって本事業を実施する事業実施主体の事業実施計画の承認に当た

っては、毎年度、審査委員会の審査を要するものとする（前年度から計画に変更がない場

合を除く。）

３ 事業の着手・着工

本事業の着手・着工は、原則として、補助金の交付決定後に行うものとする。

ただし、本事業の効率的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ないと認められる場合には、

補助金の交付決定前に本事業に着手・着工できるものとする。

この場合において、事業実施主体は、補助金の交付決定を受けるまでの間に生じたあらゆ

る損失については、自己の責めに帰することを了知した上で、本事業に着手・着工するもの

とする。

第６ 事業実施状況の報告

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施状況を地方農政局長

等に報告するものとする。

第７ 事業の評価

事業実施主体は、生産局長が別に定めるところにより、本事業の実施結果を評価し、地方

農政局長等に報告するものとする。

第８ 推進指導等

１ 推進指導

国は、施設の管理者の自主性及び創意工夫を生かした本事業の効果的な推進が図られるよ

う、都道府県及び市町村と密接な連携を図りつつ、事業実施主体に対して必要な助言及び指

導を行うものとする。

２ 事業の適正な執行の確保

国は、本事業の効果的かつ適正な執行を確保するため、本事業の実施手続及び実施状況に

ついて、生産局長が別に定めるところにより本事業の関係者以外の者の意見を聴取し、その

意見を本事業に反映させるものとする。



第９ 国と都道府県との情報共有

地方農政局長等は、本事業の円滑な実施に資するため、必要に応じ、事業実施計画等に関

係する都道府県との間で管内の情報を共有するものとする。ただし、事業実施主体の構成員

に都道府県が含まれる場合には、この限りでない。

第10 事業費の低減等

１ 事業費の低減

本事業の実施に当たっては、事業実施主体は、過剰と受け取られかねない推進活動並びに

施設及び設備の整備を排除し、徹底した事業費の低減が図られるよう努めなければならない。

２ 費用対効果分析

本事業による施設及び設備の整備に当たっては、事業実施主体は、投資に対する効果が適

正か否かを判断し、投資が過剰とならないよう、整備する対象である施設及び設備の導入効

果について、費用対効果分析を実施し、投資効率を十分に検討しなければならない。

３ ２の費用対効果分析は、生産局長が別に定める場合を除き、｢強い農業・担い手づくり総合

支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプにおける費用対効果分析の実施について｣（平成

31年４月１日付け30生産第2221号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知）を

準用して定量的に分析を行うこととする。本事業は、事業による施設及び設備による全ての

効用によって全ての費用を償うことが見込まれる場合にのみ実施するものとする。

第11 国の助成措置

国は予算の範囲内において、本事業の実施により必要な経費について、生産局長が別に定

めるところにより、補助金を交付するものとする。

第12 不正行為等に対する措置

地方農政局長等は、事業実施主体の代表者、理事又は職員等が、本事業の実施に関連して

不正な行為をした場合又はその疑いがある場合においては、当該不正行為等に関する真相及

び発生原因の解明を行い、事業実施主体に対して再発防止のための是正措置その他の必要な

措置を講ずるよう指導することができるものとする。

第13 委任

本事業の実施に関し必要な事項については、この要綱に定めるもののほか、生産局長が別

に定めるところによるものとする。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。



別表

事業内容 事業実施主体 採択要件 補助率

１ 食肉処理施設の再編整備 事業実施主体は、コンソーシアム（生 採択要件は、次に掲げる全ての （１）については定額、
（１）コンソーシアム推進事業 産局長が別に定める要件を満たすもの 要件を満たしていること。 （２）については１／
（２）食肉処理施設整備事業 に限る。）とする。 また、（２）の事業は、（１）の ２以内

事業を行う場合に限り実施するこ
とができる。
（１）取組の内容が第４の成果目

標に沿っていること。
（２）取組の内容が当該事業の趣

旨に合致したものであるこ
と。

（３）整備対象である施設及び設
備が第４の成果目標の達成に
直結するものであること。

（４）整備対象である施設及び設
備の能力・規模が当該事業の
事業実施主体の規模、過去の
業績等からみて適正であるこ
と。

（５）その他生産局長が別に定め
る要件を満たしていること。


